
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1Fにおける眼の水晶体等価線量の管理について

東京電力ホールディングス株式会社

2023年 1月27日



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

はじめに

放射線審議会第150回総会（令和2年10月23日）で原子力規制庁 東京電力福島第一原子力発電所

事故対策室が報告した内容について、最新の情報への更新を行った。
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東京電力福島第一原子力発電所廃炉作業における
眼の水晶体等価線量の管理について

令和２年１０月２３日
放射線審議会第１５０回総会

原子力規制庁 原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
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〇令和元年12月23日放射線審議会第147回総会において，福島第一原子力発電所の一部の作業者の

眼の水晶体の等価線量が年間20mSvを超える状況において，その線量限度を引き下げる規制を適用するに

当たり，福島第一原子力発電所の廃炉作業における線量の状況を放射線審議会として把握しておくことの

必要性が示されたことから報告を行うもの。

• 経緯
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●確認線量を15mSv／年から12mSv／年，目標線量
を20mSv／年から18mSv／年にそれぞれ引き下げ。
●眼の水晶体の等価線量が確認線量を超過すると想定
される場合，頭部で不均等被ばくが想定される場合，
Sr-90などのβ線が主線源となるエリアで作業を行う
場合は，全面マスク内側に受動形個人線量計を着用し，
全面マスク内のアイピースによるβ線遮へいも考慮し
た測定を実施。
●社内における線量の上限値（実効線量および眼の水
晶体の等価線量）を20mSv／ 年及び80mSv／５年
にそれぞれ引き下げ。

【管理方法】

震災後～２０１７年度まで ２０１８年度～２０２０年度

□全面マスク内側で実測定

【測定方法】

ルミネスバッジ

ガラスバッジ

着用イメージ

• 水晶体等価線量の管理方法
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確認線量を超過する，又は超過するおそれが
有る場合は，以下の受動形個人線量計を着用
して算定する。
①γ線に対してγ＋β線が大きい場合は，
３ｍｍ線量当量測定用

②γ線とγ＋β線が同等である場合は，
３ｍｍ線量当量又は７０μｍ線量当量の
いずれか適切な線量当量測定用

●眼の水晶体の等価線量は，胸部（又
は腹部）の位置で測定したガラスバッ
ジ等の受動形個人線量計の値を使用。

２０２１年度～

マスク用治具

●眼の水晶体の等価線量が15mSv/年を超えた場合又
はそのおそれがある場合，眼の近傍での測定を開始。
なお，Sr-90などのβ線が主線源となるエリアで作業を
行う場合は，15mSv/年に係わらず全面マスク内側に
受動形個人線量計を着用し，全面マスク内のアイピー
スによるβ線遮へいも考慮した測定を実施。

●2018年度より，水晶体の等価線量の上限値を
50mSv／年とする管理を開始。

●2019年度より，50mSv／年の上限に加え，５年平
均20mSv/年を超えない管理を開始。



• 福島第一原子力発電所における眼の水晶体の等価線量の推移

○ 2018年度以降実施してきた運用が定着するとともに，目標線量を年間18mSvに引き下げたこと
により，2020年度以降，20mSv／年超過者は発生していない。

○ 眼の水晶体の等価線量の最大値は，年々減少傾向であり，2020年度以降は20mSv以下で推移。
○ 2021年度に定めた目標線量（18mSv／年）超過者は、これまで2022年度に２名発生（19.00mSvと
18.90mSv）。胸部に着用したAPDの日々の線量を積算した値（暫定値）よりも，眼の近傍に着用した
受動形個人線量計の値(確定値)の方が大きかったため，目標線量を超過した（暫定値では超過していな
かった）。
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・上限値：５年平均20mSv/年
（自主管理として開始）

・改正法令施行
・確認線量：12mSv/年
・目標線量：18mSv/年
・上限値：20mSv／ 年及び80mSv／５年
に引き下げ

・上限値：50mSv/年
（自主管理として開始）

・全面マスクのアイピースの遮
蔽へい果を考慮した測定方法に
変更したことにより線量が低下



・福島第一原子力発電所における実効線量の推移
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○ 2020年度以降は眼の水晶体の等価線量と実効線量の差が小さくなっている。
○ マスク内に受動形個人線量計を装着した場合は、アイピースによりβ線が遮へいされた状態で眼の水晶
体の等価線量を測定するため、アイピースで遮へいされないγ線の寄与が相対的に大きくなり、眼の
水晶体の等価線量は実効線量と大きな差が見られなくなっていると想定される。

○ １～３号機原子炉建屋周辺や１～３号機建屋内作業に従事した作業員が，実効線量も眼の水晶体の
等価線量も高い傾向。

○ 今後も，原子炉建屋内，Ｔ／Ｂ地下階，汚染水処理設備など，建屋滞留水を保有するエリアは，γ線
の空間線量率が高いため，眼の水晶体の等価線量も高くなることが想定される。

○ 引き続き，目標線量（18mSv／年）に到達した放射線業務従事者は，管理対象区域への入域制限を
かける等の措置を行い，上限値（20mSv／年）を超過しないよう線量管理を実施する。



改良後の遮へい
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• ＨＩＣスラリー移替え作業におけるβ線及びγ線被ばくの低減（遮へい）
第100回特定原子力施設監視・評価検討会資料一部引用・編集

改良遮へい

鉛遮へい

遮へい種類 線量当量率
スラリー移送前 移送元 スラリー移送後 移送元 スラリー移送後 移送先

×1
(mSv/h)

×2
(mSv/h)

×3
(mSv/h)

×1
(mSv/h)

×2
(mSv/h)

×3
(mSv/h)

×1
(mSv/h)

×2
(mSv/h)

×3
(mSv/h)

遮へいなし
1cm 0.040 0.035 0.085 1.4 1.1 4.0 0.085 0.050 0.35
70μm 1.9 2.1 6.0 15 13 45 0.80 0.70 3.0

改良遮へい + 鉛板
1cm 0.030 0.030 0.024 0.80 0.50 0.45 0.030 0.035 0.040

70μm 0.45 0.20 0.35 1.1 1.3 2.0 0.18 0.25 0.40

×2

約100cm
×3

×1

約100cm

改良遮へい
＋

鉛遮へい

約100cm

高β線だけではなく，γ線の寄与もあることから，HIC開口部をゴム＋アルミ遮へいと鉛遮へいで覆うことで
作業エリアの１ｃｍ線量当量率と70μｍ線量当量率を低減。

遮へい直径：90φアルミ厚：5mm
ゴム厚：3mm
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• ＨＩＣスラリー移替え作業におけるβ線被ばくの低減（距離の確保）
第98回特定原子力施設監視・評価検討会資料一部引用

蓋開閉治具

蓋開閉治具を蓋に固定
しHIC蓋を緩める

SEDS

液だれ防止カバーの隙間から
SEDS底部をふき取り

約60cm

SEDS下部の除染時における
離隔距離確保イメージ

液だれ防止カバー

除染用治具

HICの蓋開放/閉止における
離隔距離確保イメージ

○ HICの蓋開放/閉止作業における作業者の近接作業を離隔距離が取れる蓋開閉治具を使用（左図）
○ 移替え作業後のスラリー移替え装置（SEDS）取外しにおいて，スラリー移替え装置（SEDS）下部の
除染を実施する際，離隔距離を確保できる治具を活用（右図）



9

第93回特定原子力施設監視・評価検討会資料一部引用

β線遮へいスーツ

アクリルフェイスシールド

• ＨＩＣスラリー移替え作業におけるβ線被ばくの低減（防護装備）

HIC蓋開放/閉止，スラリー移替え装置（SEDS）取付/取外（SEDS下部の除染含む）において，β遮へいスーツや
手袋に加えて，水晶体のβ線被ばく対策としてアクリルフェイスシールドを使用。

通常時の防護装備(Y装備)等 スラリー移替え作業時の防護装備等

・電動ファン式全面マスク
・カバーオール
・ゴム手袋（三重）
・長靴
・APD（胸部）
・ガラスバッジ（胸部）
・ガラスバッジ（手）
・頭用ガラスバッジ（水晶体）
・足用バッジ（末端部）

左記に以下の装備を追加
・アノラック上下
・アクリルフェイスシールド(1cm厚)
(HIC2基目の作業から使用)

・β線遮へい手袋
・β線遮へいスーツ
・可搬型アルミ製衝立遮へい(0.5cm厚)
・オフラインAPD(胸部)(遮へいスーツ
着用者のみ)

β線遮へいスーツ＋カバーオール
＋アノラック＋β線遮へい手袋を
装着した状態



作業場所のzoneによって作業時の防護装備を使い分けている。

東京電力ホールディングス株式会社作成資料より抜粋

参考：福島第一原子力発電所における作業者の装備の使い分け
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東京電力ホールディングス株式会社作成資料より抜粋

参考：2022年12月時点でのzone分布

眼の水晶体の等価線量が
高い作業エリア
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参考：福島第一原子力発電所におけるこれまでの被ばく線量低減等に係る取り組み

作業時における被ばく低減対策
✓高線量箇所への遮へいの設置，作業場所の事前の除染等による空間線量の低減。
✓原子炉建屋内等空間全体の線量が高い場所において作業をする場合は，上記の他に比較的線量が低い場所
を通過するルートの設定，準備作業を比較的低線量のエリアにおいて準備作業を行うなど可能な限り被ばく
線量を低くする作業計画を立案。
✓高線量箇所での作業にはロボット，治具などを用いた遠隔での作業により被ばくを低減。

【遠隔での作業の例】
・建屋滞留水を移送するためのポンプの設置に係る作業では
滞留水があるフロアの線量が非常に高いため，上の階から
遠隔で作業を実施。

・

・1号機オペレーティングフロアの瓦礫撤去作業はロボット
により実施。

12東京電力ホールディングス株式会社作成資料より抜粋，一部編集
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参考：協力企業の作業者に係る被ばく低減の取り組み

Aランク Bランク Cランク

線量

・個人最大線量（実効線量）が18mSv/年度を
超過する工事

・眼の水晶体の等価線量が18mSv/年度を超過
する工事

・実効線量または眼の水晶体の等価線量が複数
件名の合算で18mSv/年度を超過する場合

・総被ばく線量（実効線量）0.5人・Svを超過
する工事

・個人最大線量（実効線量）が12mSv/年度を
超過する工事

・眼の水晶体の等価線量が12mSv/年度を超過
する工事

・総被ばく線量（実効線量）0.25人・Svを超過
する工事

・実効線量または眼の水晶体の等価線量が複数
件名の合算で12mSv/年度を超過する場合

ALARA会議 線量関係の開催基準

ALARA会議対象件名の線量（人・Sv）が所内全体の線量に占める割合：約56％

ＡＬＡＲＡ会議は特に計画線量の大きい件名を
重点的に実施しています。

（2021年12月31日時点）

工事の計画段階から当社と協力企業が一体となって，最善の被ばく低減対策や放射線管理（作業工法や
作業員の配置等の見直し，遮へいや治具の使用，モニタリングの実施など）を協議し，最善の対策を講じ
た上で作業に着手している。
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参考：協力企業の作業者に係る被ばく低減の取り組み



参考：東京電力福島第一原子力発電所におけるこれまでの被ばく線量低減等に係る取組
敷地内の汚染及び線量を低減するために，３号機オペレーティングフロアなど敷地内の高線量箇所等に対する

遮へいの設置，高濃度の汚染水タンク内の汚染水の処理，高線区分量瓦礫の撤去や樹木の伐採，表土の除去や天
地返し，地表面のフェーシング（モルタルの吹き付け・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装）などの取組を実施してきた。
これらの取組の結果，２０１６年９月には１～４号機の建屋周辺など一部を除いて敷地の大部分において胸元

又は地表面における線量率は5μSv/h以下となった。
線量低減前 線量低減後

東京電力ホールディングス株式会社作成資料より抜粋，一部編集
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一方で，原子炉建屋周辺は現在でも高線量の状態が継続しており，一部の場所において廃炉作業の支障となっ
ている。このため，建屋周辺の線量を低減するために高い線源となっている1/2号機SGTS配管の撤去などに向け
た取組が実施されている。


